
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所の窓口業務時間延長 

 市では、令和 2 年 4 月から新型コロナウイルス感染症対策として、窓口業務時間

を午後 5時 30分までとしておりましたが、5月 15日（月）より、下記のとおり業務

時間を延長いたします。 

 

記 

 

1.実 施 日  5 月 15 日（月）以降の毎月第 1、第 3月曜日 

（ただし、月曜日が休日の場合は翌日） 

2.延長時間   午後 5時 30分～午後 7時 00分         

3.実施施設  本庁舎 1階 

4.実施部署 

 ・市民生活部（市民課、税務課、生活環境課） 

・保健福祉部（長寿福祉課、地域福祉課、健康推進課、子育て支援課） 

・会計課 

   ※各出張所や実施日・実施部署以外は午前 8時 30分～午後 5時 30分 

となります。 
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